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8. 宮崎市におけるイオンショッピンゲセンター進出への結晶

Process until opening of the Aeon Shopping Center m恥1iyaz泊任City

阿部成治＊・出口近士料・吉武哲信＊＊

Joji Abe, Chikashi Deguchi and T自国10buYoshi匂ke

In Miyazaki-City, a huge shopping center o戸nedin urbanization con位。lE証明 throughp切mingpermission by 
compet，巴neeof the ci与 h円98,when triple planning laws were enacted, such situation was not assumed. Various 
p加1Swere decided at the end of90’s, and it seemed difficult to allow a large-scale陀匂iistore m側 burbsofMiy位 aki.
However, b民ausethe Kotobukiya was assumed to be unable 旬間匂rt,Miyazaki-City prepar吋 toadmit th巴
shopping cent民 andrevised the integrョtedplan and the municipal mぉterplan. In the committee for記vision,the city 
assert吋白atthe decision was already made, and didn't 0能renough materials to committee members.百us,the plan 
was revised, and the shopping cent巴rwas permitted. Afterwards, the examination claim from an opposite side was 
町民ted,and less numbers of par組ngthan the guideline of the large-s回 l巴民匂iistore locating law were admitted. 
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1. はじめに

中心市倖地の活断七を目ざしていわゆる「まちづくり 3

法(I）」がl卯8年に登場してから、すでに7年が紐晶した。

3t去が登場した頃は、新たな桝且みのもとで努力すれば活

性化は可能であると考えられていた。しかし、 2004年の大

店立脳去の指針見直し時期を迎え、 「当拒期待された効果

樹尋られず、全国の中心市働也同舌性化するどころか、 3

法制定時よりさらに寂れている」 I）と問題にされ、政治の場

で法律の桝旦み自体が検討の対象となってし、る。総務省行

政矧面局も、 2004年9月に、「中心市御自の世間七に関する

行 財 柵・酎脚果lこ基づく勧告Jで、中心市悌断性化

のための国庫補助が効果をあげていないとして改善を求め

ている。こうして、 1998年に成立した中心市御断性化の

村議Eみが問い直されている。

このような状況に至った原因はさまざまあると思われる

が、ポイン卜のひとつに、郊外大型店の進出が容易になり、

各地に巨大な店舗が出現している点がある。たしかに、区

域区分が設定されていない都精十画区域の白地や、都市計

画区域外にブ型店が進出することは想定されていた。しか

し、それに加え、映画館が許容されない工業地域に進出し

たショッヒ。ングセンターに併設するシネコンに建築許可を

与えなかったことが裁判で劃去と判断され2）、また市街化調

整区域に開発許可で出店する例が出てきている。このよう

な事態は、まちづくり 3法を審議した1998年の国陰では、

想定されていなかったもので、ある。とくに、 2004年5月に宮

崎市がイオン宮崎ショッピングセンターに都市計画法第34

条10号イで行った開発許可は、中核市がその都市計画権限

を利用し、宮崎汁渚Br情十画マスターフ。ランを改訂してまで

店舗面積6万ばとし、う巨大、ンョッピングセンターを許可し

た初の事例である。ブ型店の適正立地に関し、 1998年当時

の瓦建設大臣は、 「イ主民のコンセンサス形成をしつつ、都

市の将来の姿を示す～マスタープランを定めることが重要で

ありまして、市町ヰナにおける都市計画のマスターフ。ランの

策定を引き続き促進するとともに、マスタープランに沿っ

た的確な制度運用を期待し（1卯8.04.16衆謝完本会動」、

「調整区域においては、そもそも許容される開発行為が限

定的なものとなっており、（中略）開発許可権者である都道

府県知事や市町村長の判断により、適切にコントローノレが

できる（1卯8.05.1l参諦完本会論 Jと答弁しており、宮崎

市がイオンに行った開発許可が 3法登場時に想定してい

なかった事態で、あることは明確である。今後の適切な商業

立地と規制・誘導のあり方を考えるには、現行制度がどの

ように運用されたのカ検討しておくことが重要である。

本論文は、宮崎イオン、ンョッピングセンター進出の過程

を詳しく分析し、都市計画が果たした役割と、現行制度の

限界を明らかにし、今後の中心市働問舌断七への議論こ貢

献することを目的としている。検討した資料は、新聞報道、

市議会と県議会の議事録、総合計画と都市計画マスタープ

ランの審議会議事録、開発許可の審査青求資料、寿屋出店

予定店が宮崎市長に損害賠償を求めた裁判の記録、大店立

脳去の届出や意見書である。以下、イオン進出までの紐畠

をいくつかの段階に区分して分析する。

2.地権者合意と各干富十画の策定（～2001年7月）

イオンの進出先は、海岸近くの市街化調整区域の農地で、

すぐ西は市街化区域である（図－ 1参照）。北には宮崎市

郡医師会病院、南には中央卸売市場が立地しており、東に

県の有不治萱路が走る。交通アクセスの良さから、地元も何

らかの開発を期待し、農業振興地蛾内の農用地区域に設定

されない道（農振白士却を溜尺していた3）。
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市街化問整区域への立地

1.イオンショッピングセンタ－
2宮崎市郡医師会病院

3宮崎市中央卸売市場

図－ 1 宮崎市の中心市働也とイオン進出地

イオンは1997年に進出構想を発表したが、130人強に上る

地婚請をまとめることができず、開発は－＿§.断念された。

2側年に入ると、こんどは地元が設置した土地交渉委員会

が地権者のとりまとめに動き、合意にこぎ着けた。

一方、この数年の聞に宮崎市に関連する諸計画の策定や

改訂が表－ 1のように進み、市街化調整区域へ、ンョッピン

グセンタ」進出を認めることが困難な状況に変化していた。

1995年の国勢調査で人口30万人に達した宮崎市は、 1998

年4月に中核市移行が予定されていた。市長は、 1997年3月

議会で、中核市にふさわしいまちづくりのため、 1997年度

中に「第三次宮崎市総合計画Jと「宮崎市部椅十画マスタ

ープラン（以下、市都市マスと略す） Jを策定することに

加え、活力ある地j噺笛斉のため「商業振興ビジョン」策定

に取り組むことを表明した。さらに、 1998年7月に中心市街

捌舌性似去が樹子され、宮崎市はl明年12月25日に、 中心

市働'137酎生イ白十画を固に提出した。これは、全国市町本代、

19番目という早さであった。

第三次宮崎市総合計画も市都市マスも、デパートが立地

する橘通周辺を中心市街地と位置づけ、郊外の沿道型商業

施設立地の影響で活力が低下していると認めた上で、中心

部の魅力ある発展をめざすことを示している。イオン予定

地に鮒した事己主はなく、将来都市構造図において、ここは

宮崎港を中心とする「物流 ・工業他県」と、シーガイア ・

リゾートを含む「勧't.リゾート拠点Jlこ挟まれた「白地」

となっている。また、宮崎市商業振興ビジョンは、商業地

を中心商業地、近隣型商業地、地域型商業地に区分し、現

状を分析した上で、商業振興の方向性を提示している。も

ちろん、イオン予定地は商業地に位置づけられていなし、。

各商業地に応じたアクションプランを作成してビジョン実

現を目ざすこととされており、中心梢勝回舌性化基本計画

は中心商業地についてのアク、ンョンプランと位置づけられ

た（2)0 これらの計画がまとめられた背景には、郊外で沿道

型商業機能の立地が進んでおり、適正な役割分担が必要だ
とし、う認識があった（3）。

宮崎県が策定し、 5年ごとに改訂されている宮崎広域都

市計画区域の 「市街化区域及ひ市街化調整区域の整備、開
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表－1 宮崎市における針盤閣の状況

’策定主体｜決定時 ｜目標年次｜改詐伏況

第三次総合計画 ｜宮崎市 I_1991.121 29.01 I 2o_q3改訂
市都市マス I II I 1998.10 I 2010 I 2003改訂

商業振興ビジョン ｜ II I_ 1999. 3 I 2朗7 ｜改訂なし
中心市稚捗旬舌性化 ｜ ｜ ｜ ｜ 

I I 1998.121 2001 ｜一審例彦正
基本計画｜ ｜ ｜ ｜ 

整・関・保の対十｜ 宮崎県 い朔 9I 2oos I 2004改訂

表－2 整・開・保における商業地の配置方針

改訂前（1994年） 改訂後（1999年）

宮崎駒司辺地区、南劃崎 橘通を核とした宮崎，明司辺等
駅前一帯、梅胡辺地区は、 の商業地は、 （中略）広域商圏の
（中略）今後さらに、広域 中心地区として位置づけ、その機

商業の中心地区として位置 能の充実と環境の整備に努める。
づけ、その機能の充実と環 特に橘通周辺地区については、
境の整備に努める。 （中略） （中略）多様な都市機能の集積促
また、宮崎駅東側地区に 進により中心市街地の再構築と

ついては、今後の開発計画 共lこ1舌性化を図る。
とあいまって、新たに商業 また、南宮崎駅周辺地区に商業
地を配置する（後略）。 地を配置する（後略） 。

発又は保全の方針（以下、整・開 ・保と略す） 」は、宮崎

市の諸計画より少し遅し、1999年9月に改訂された。主要用途

の配置方針で、商業地は表－ 2のように変更されている。

以前は、宮崎町司辺、南宮崎駅前、権国司辺が同格で記企

されていたが、改訂で橘通周辺が広域商圏の核と明示され、

活断じに言及される一方で、宮崎駅東側地区への商業瑚日

置が削除された。改訂前の宮崎駅東側はイオン予定地を指

すものではなく、市街化区域で土地区画整理等が進められ

ている状況に対応したもので、あった。改訂で橘通が核とさ

れ、駅東の言謎が削除された背景には、宮崎市の中心市街

捌舌性化基本計画の対象地区が械齢冶ら宮噺Rまでを含む

217haとされ、市都市マスが駅東の商業開発に触れていない

ことがあると思われる（図－ 1参照）。

このように、複数の計画におし、て械副司辺が中心市街地

と位置づけられ、その地位は確固たるものに見えた。しか

し、特別用途地区の設定など、改正された都市計画法を活

用する努力が行われなかったのはもちろん、市都市マスが

中心市悌断力低下の「原因として車相会への対応の遅れ

があげられる」と説明しているにもかかわらず、中心市街

拙舌悩じ基本計画の商業訂舌間七プロジェクトに大規概主車

場建設はなく、わずかに現デパート駐車場に商店街共同駐

車湯を整備した場合の収支計画シミュレーション等を行う

に止まっていた。橘通周辺に市が有する有非務主車場はわず

か17台で、商業振興ビジョンも、中心商業地の駐車場の「有

効利用」に角封もるだけであった。

3.出店表明と宮崎市の政策判断 （2001年7月～2002年7月）

地権者の合意を得たイオンは、2001年7月10日に宮崎市長

に出店計画書を手渡し、協力を要請した。すで、にその数ヶ

月前から、進出賛成派と反対派が市長に陳情書を提出して
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表－3 宮崎市の大型店 （1万ぱ以上、現在地蜂出！｜関

l苫舗面積｜駐車台数｜ 立蹴所 ｜進出年

ボンベルタ橘 I 19,soo I 290 ｜橘通商3丁目 I1952 
由崎山形屋帥 I 14,600 I 390 ｜橘通東3丁目］1_~56 

イズミヤ宮崎眠｜ 10，蜘J11100 _I南宮崎周辺 _I 1_~72 
寿崖宮崎店 I 11刷 ｜ 側 ｜梅 醸4丁目 Ii＿~~~ 
宮交、ンティ ｜ 2叩∞ I 2,000 I 南宮崎駅前 I1913 

注：＊旧橘百貨店。 1982年にジャスコグループに入り、 1988年

に建替られてボンベルタ橘となった。

＊＊械盈東1丁目から、橘百筒苫の正面へと移転してきた。

おり、 6月20日に、賛枕する土地交渉委員会が「イオン宮崎

ショッピングセンターの開発許可について」、反対の商店

後振興組命車合会とまちづくり協議会が「郊外の大型商業

開発阻止について」と題する請願書を市議会へ提出した（4）。

巨大ショッピングセンターは、周辺市町ネTにとっても大き

な問題で、周辺の13市町本れま「イオングループ、ンョッピン

グセンター対策会議」を結成し、 7月16日には、宮崎県と宮

崎市に建設を認めないよう陳情を行った。

その一方で、イオンは、宮崎市は宮交シティが開業して

以来~scの新規立地がなく（表 3参！閥、商店の魅力

が少ないために購買力が県外、とくに福岡に流出している、

イオン出店で購買力流出を止め、宮崎市の販売額を増加で

きると宣伝した。これを受け、地蔵氏も福岡に買い物に行

く若者を取材する等して、中心市働自の現伏に批判的な記

事を掲載している九

宮崎市出生出による影響の検討を進め、 2001年ll月に、

中心部のブ型店の買い物客数は約25%、市内企域の商業地

区でも約13%落ち込み、ピーク時交通量が2倍以上になる交

主主点もあるとし、う中間報告を行い、専門家に信頼性の高い

分析を依頼すると説明した。その後、分析がまとまったと

して、市民に報告して方針を議論するため、 2002年2月27

日に、 「イオン、ンョッピングセンター出店構想、と中心市街

地の活性化を考える市民フォーラム」を開催した。検討に

よると、影響は中間報告よりかなり減り、集客力は市内商

業地区平均で8.7%の減少で、交主主京における交通量菌加も、

進出地の直近を除き信号改善で改善できる。同時に、宮崎

山形屋が増床を検討していることが紹介された。市長や賛

成、反対両派代表によるパネルヂイスカッ、ンョンで、市長

は「できることなら賛否両者の接点を探りたい。それぞれ

に満足できる結論はなし、かと考えている」と発言した。

その一方で、宮崎市都心1.：.~店を有する寿屋は栓営が

悪化し、 2001年末に民事再生法の適用を申請し、 2002年2

月l日から全店例喋に入った。この結果、黒字経営の宮崎店

も閉鎖され、中心市卸自の魅力がさらに低下した。

市民フォーラムを受けてイオンの扱いを検討していた宮

崎市は、 2002年3月13日に市議会の市長答弁で、 「山形屋が

増床し、寿屋宮崎店が再開された場合は、イオン出店構想、

を認めるための都市計画マスタープランの変更は行し、たく

なしL しかし、いずnカが満たされない場合は、宮崎市の

商業的魅力が低下するので、出店を認める方向で検討に入
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りたい」と、両店の動向でイオン出店の可否を判断する方

針を公表した。ただ、出店を認める場合でも、農地の転用

許可と市街化区場議員入が不可欠で、、市都市マス見直しで、は

国、県との綿密な協議が必要なため、場合によっては出店

構想の一部手直しを求めたり、結期句に市都市マスの見直

しが困難となることもあり得る、と説明した。

山形屋は、市長の方針を評価し、イオンが出店しなけれ

ば増床すると約束したので、寿屋再開がイオン出店の鍵を

握ることとなった。判断の時期は再生計画の提出期限で、

当初は5月8日で、あったが、寿屋が不動産管理会社化を目ざ

すこととなり、 7月16日に延期された。この状況を受け、商

店街有志が構成する「まちづくり協議会」が中心となって

寿屋への出店を呼びかけ、市も、再開時には8階部分を賃

借して文イt施設として活用する計画を明らかにした。

6月に入ると、まちづくり協議会出約30業者から出店内諾

を取り付け、寿屋に示した。これを検討した寿屋は、市と

協議会に、 ll月までには再開したいと明らかにした。しか

し、宮崎市は、 6月市議会冒頭の17日に、魅力的な複数の核

店舗が必要であり、現段階で、はまだ再開のめど、が立ったと

判断できないとして、残る 1ヶ月聞を活用して魅力的な再

開構想をまとめるよう求めた。

宮崎市は、 7月14日（日曜）に寿屋本部を訪問し、 12社の出

店申込書を入手した。その後、午後6時頃に、 12社の意向を

確かめたいので連絡をとるよう寿屋に伝え、翌15日に市職

員を急速大阪、福岡と宮崎市内に副市宣したが、会えたのは7

杜で、面積的に1.5フロアに止まった4）。この結果、宮崎市

は、寿屋宮崎店の再開のめどが立ったと客観的に判断で、き

る状況にはないとして、翌7月16日に開催された市議会全員

協議会の場で、イオン進出を認める方針を公表した（5)0

長く五悩算審査とされていた賛成、反対両派からの請願は、

次の9月議会でようやく樹尺の可否が扱われ、開発許可を求

める請願が賛成28、反対12で可決された。

4. 計画改訂と開発許可 （2002年7月～2004年5月）

こうして、宮崎市は、第三次宮崎市総合計画と、市都市

マスの改訂に取り組むこととし、 10月7日を皮切りに、宮崎

市総合計画審議会を3回、市都市マス策定検言楼員会を4回

開催した。改訂の内容は、イオン予定地を「レジャー・交

流拠点」に位置づけるものである。議事録をもとに、議論

された内容から重要と判断した点を示したのが表 4であ

る。全体を通じ、次の3点が言える。

(1）イオン立地を認めるための改訂であるのに、出店を認

める政策判断は終了しているとして、出店の是非にかかわ

る議論は抑えられた。委員の要求にもかかわらず、庁内の

検討で使用した資料は提出されず、市民フォーラム時の資

料を用いた説明に止まった。市民アンケートも行われたが、

「今回、宮崎市は大型複合商業施設の出店構想を容認しま

したが、あなたは（中略）どのようなお考えをお持ちです

州と、設問は決定を前提としていた。つまり、計画改訂

への参加は、庁内で行った決定を与件として行われた。

-45 -



（社）日本都市計画学会都市計画論文集 No. 40-3 2005年10月

Journal of the City Planning Institute ofJ，αpαn. No. 40-3, October, 2005 

表－4 審議会と策定検討委員会における主な事務局説明等 （議事録より作劇

宮崎市総合計画審議会（28名） 宮崎市都市計画マスタープラシ保定検討委員会（13名）

日手呈 1・2002/10/7 2 : 2002/12/13 3・2003/1/28 1・2002/10/7 2・2002/11/14 3 : 2002/12/13 4 : 2003/2/14 

時間 2a嫡 5分 1時間25分 2a寺間25分 2時間 1日朝30分 1時間 2時間

。当地区に新たな 。ショッピングく〉市長あいさつの く〉第2回目に 。近年、都市に求めら 。今回の見直しは ・中心市街地

拠点を位置づける~ト食がレジャ ように、中心市街拠~の位置づれる機能が多様化し、 大規模な商業地帯活性化の施策

。
ことが必要だと判 一活動の重要な 地基本計画の窓口 けと既存都心全てを中核拠点で許 を作るという考え を今回の市都

断したが、都市構要素になってい を一本化して効率 との連携につ容するのは困難な状 方ではない。観兆リ 市マス改訂に
lま

造上に与える影響 るのを踏まえ、 的、効剰切こ事業 いて議論いた 況になってきている。 ゾー卜施設と港湾盛り込むこと
事

務
が大きいと考え 複合商業施設の を推進し、全力で だき、第3回 このため、多様化・成機能とし、う交通結 は、かなり積極

て、総合計画を見持つレジャー機取り組みたい。 目では素案ま 熟化した市民の楽し節点、に近接し、非常 的にまちづく
局

直すことにした。 能を劃見した。 く〉交通量の推計 で、第4回で みを受け止める新た に手l}f受性が高く、広 りに取り組む

。7月16日の時点。庁内の議論の は、持ちうるデー 改定案を提示 な拠点を創設し、中核域を対象とする集 とし、う意欲が
よ

で出店を認める方結果は相当な資 タの範囲でやった する。 拠点との連携と交流 客が可能な位置に 表れている。
る

向で検討に入る政料になってお つもり尤 。中，心市街地機能の強化で都市全 あるので、観光交流。本委員会は、
説

策判断を行い、市 り、ここで示す ．レジャー・交流 を中心とした 体の活力向上を図る 人口を含めた広域諮問して審議
明

としては結論を出 ことはなかなか拠保と位置づけら 中核拠点との 必要がある。 的な交流人口を取するような委

した。庁内の策定難しし、関係各れ、その文言で片連携・交流を 。市都市マスは市の り組む機能をもっ 員会ではなし、。

4’ 
会議でつくる原案課と企直観や専付けられるには、 図る新たな拠権限で策定するが、宮 レジャー交流拠点 賛否をお願い

に、答申をいただ 門部会の議論を あまりにも払喰重が 点、の創設が必崎広域都市計画とい の位置づけを提案するのではな
は

きたし、。 経た結果が今回海該ljf七している。 要だと整理さ う意味では県との関 した。 く、 4回の委員
委

員
〈〉是非論まで踏み の諮問案なので ．いくら審議して れる。 連もあるのでJ封切こ ・従来の中心市街会を通じて意

込んだ形で議論し 理解いただきた も修棋はできなし、 く）7月の政策位置づけられていな 地の活性化をパー 見が出たので、
。コ

ていただくの品緒 しL負の影響調 ので、審議会とし 判断に基づい いが県と調整してい ジョ ンアップした 最終的には市
発

構だが、是善局命の 査は2月のフオ ての意見を取りま て、市都市マ る。中心市街捌舌間七 ものをイメージで の責任をもっ
言

非の部分での議懸命ーラム開曜時の とめ、市を信頼し スを見直す作法と市都市マスとの きるような表現が て策定すると

には答えていきた 資料にあり、そ てお願いするしか業を進めてい 直接的な関連性はな 市都市マスにある 考える。
し、。 ｜れは出せる。 ない。 る。 いと思う。 べきた

盃了キ・:n,を除主総合計画審議会の委員を兼ねる。 （意味が変化しない範囲で表現を簡潔にまとめている）

(2）変更点はレジャー・交流拠京で、商業地と明示するわ

けではない。このため、第3回市都市マス策定委員会に典

型的に示されているように、イオン出店を問題にする議論

は、事務局の説明とかみ合わなかった。

イオンの開発許可は、 2003年5月に事前指導の申し出書

で指導が開始され、本申請が2004年4月7日に提出された。

まちづくり協議会が公聴会を要望したが、 「すでに商店街

の意見は認識しているJとして開催されず、 5月6日の開発

審査会を経て、 12日に許可された。同日には、農キ*71<産省、

から農地転用も許可されている。新聞によると、開発審査

会で交通持諾は議論されたが、イオン進出の可否が問題

となったという鞍萱はなハ

(3）当初から回数が決められ、予定通り進行した。第 2固

と第3回の総合計画審議会で、より寸づ全な議論を求める意

見が出されたが、市長の諮問に答えを出せばよいとして、

延べ6時間の議論で終了した。

総合計直再審議会では最後に投票が行われ、賛成14、反対

2、保留lで諮問を承認した。市都市マス策定樹サ委員会で、

は、最後の段階で中心市側出舌性化の表現を強くすること

が議論されたが、プランは市の責任で決定するものだとし

て、投票等は行われていない。

その後、総合計画の基材蕎想が市議会に提案され、 3月

20日に可決された。これを受け、宮崎市は同日に総合計画

と市都市マスの改訂を行い、 「周辺の拠点を補完し、中核

拠有、と連携するレジャー・交流拠点Jが追加された。同時

に、市都市マスに、 「中心市側四舌↑封凶こ取り組み」、 「都

市機能の高質化を描隼」するとし、う文言が追加された。な

お、出店判断のキーポイントとなった寿屋再開は、イオン

の出店容認を受けて出店申込みの一部が取り消されたが、

その後の努力で再開の目処がつき、計画改訂に先立つ3月14

日に「カリーノ宮崎」としてオープンしている。

5.開発許可の審査請求と大店立地法 （2004年5月～）

宮崎市によるイオン進出容認の後、市長に質問状キ意見

書を提出した商店主らは、行砺呼訟を視野に入れ、 2004年7

月8日に開発許可の取り消しを求める審査青求を行った。争

点は、商店主に審査青求を求める権利の有無と、開発許可

の可否に分けられる。開発審査会は、前者の点につき、請

求人には不服申し立てを行う法律上の利益がないと判断し、

内容的な判断に入らないまま請求を却下した。

表－ 5は、両者が行った内容面についての主張のうち、

都市計画法に関連する主要な論点である九請求側が法律の

趣旨や整・開・保のブ噌を問題としているのに対し、宮崎

市財団部への適合を劃見する傾向がある。ただ、宮崎市も、

県の都市計画に関し、都市計画運用指針を引用して、 「具

体の都市計画が都市計画区域マスターフ。ラン（従来の整・
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表－5 審査請求における主要な内容的論点

論，~ 請求人の主張 宮崎市の弁明

市が示した資料や他都都市計画法34条10号イの要件
中 市の状況から、イオン出 は、中心市街醐舌凶じとは直張

’L 店で中，心市街地の空洞 関係がない。市全体のまちづく
市 化と衰退治宝力防塞し、極め りの観点から総合的に判断した
街 て深刻な問題となるこ もので、、出店を認めても、中心

地 とは明らかである。イオ市側脂性化のための諸施策を
活 ン容認は、宮崎市が定め今以上に推進すれば、マイナス
性 た中心市街地活性化基の影響を上まわるプラスの効果
化 本計画の趣旨や計画全があると最終的に判断した。住
法 体に反し、中心市側踊民の利益もあり、消費者の声に

性fr:t去に違i反してし、る。 も耳を傾ける必要がある。

都
政策課題対応型都市計運用指針は、都市計画制度をど

市
面運用指針「中心市街地のように運用していくかについ

計
の機能回復Jに示されての原則的な考え方を示したも

繭
た、新規周発をm岬lする のである。宮崎市は、大規模開

運
という国の方針に違反発運用基準等の手続きを定め、

用
している。特段の合理的一定の秩序をもって運用してし、

指
理由がない限り、指針を る。これは、都市計画運用齢十

針
遵守すべきである。 の「市街化調整区域における開

発許可のあり方」に沿う。

宮
本件土地は市街化調整整・開・保は長期的な視点に立

崎
区域で、整・関・保で商 った都市の将来像への道筋を明

広
業地域の配置地区とし らかにするもので、個別の都市

域
ては位置づけられてお計画についての記述が盛り込ま

都
らず、農業環境の保全にれていなければならないことで

市
努める蝉或にあたる。ま はない。宮崎市の都市計画マス
た、整・開・保は都L都 タープランは、より地1或に密着

言十
空洞化への対処を課題 した見地から、県の整・開・保

画
としている。よって、市に即して主体的に定めたもので

区
域

町村が定める都市計画ある。イオン出店計画が市が想、

の
は、都湖守県が定めた都定していなかった規模だ、ったの

整
市計画に適合したもの で見直したもので、都市計画運
でなければならず、両者用指針も、マスタープラン策定

開
が抵触するときは都道段階には想定していなかったよ
府県の都市計画が優先 うな状況が発生した場合、部分

保
するという都市計画法的改訂を機動的に行う等の対応
第15条に違反する。 を勧めている。

表－6 周辺に影響ある数値の変化

｜ ｜ 休日の ｜駐車場
店舗面積駐車台数｜蛸交通量｜回陣

市民フォーラム資料I54, 200 I 5, soo I 12. 200 I 2. 10 

大店立地法の届出 I60，側 ｜4,010 I 15,587 I 3.83 
変化率 I +10.1% I・29.8%I +21.8% I +82.1% 

開・保を指す）が示す都市の将来像、その実現に向けての大

きな道筋との間で、醐踊を来たすもので、あってはならないと

しづ趣旨」であることは認めてしも。したがって、撒邑を

核とした商業地が整・開・保に示された広域商圏の中心地

区としての位置を保てるかどうかは、依然として巴唱であ

る（表 2参照）。

開発許可を受けたイオンは、5月14日に大店立地法による

届出を行った。反対派は、 「このままオ）プンすると、駐

車場に入りきらない車があふれ、周辺に深刻な交通渋滞が
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生じ、騒音柑関ガスの公害も臆念されるJと、意見書を

提出した的。指針で算出すると、小売部分4,700台に、シネ

コン用数百台を追加した駐車台数が必要になるo ところが、

イオンは、商業地区としての予測と、既存店の状況を根拠

に、 4,070台で斗づ士としていた。これに対し、意見書は、イ

オンの主張は指針の「特別の事情」にあたらないと述べ、

既存店として比較されている倉動古にっし、て、駐車場不足

や渋滞が深刻だというインターネット↑静Rを示した。

来車台数で、イオンは、既存店データをもとに休日15,587

台、ピーク時間1,799台（うち小売関係1,688台）としてい

たが、意見書は次の問題を指摘し丸 1）指針による小売の

ピーク時間来店台数は2,685台で、差が6割もある。2）この

台数は、これまで宮崎市が色濃し、フォーラム等で、説明し

てきた休日の台数12,200台より3割近く多し、3）台数にはパ

ス、タクシー、搬入車が含まれていないと，思われるが、周

辺への影響を考えるにはこれらを加算する必要がある。

宮崎県の大規梼j、売店舗立地審議会では、主に駐車台数

と渋滞が詰輸された（的。倉敷の調査を行い、イオンに追加

データを求めたが、提出された澗別苫舗の来店客教はどれ

も指童十の5～6割で、あった。この結果、県は「店舗面積に比

し、 1日来店客敬が著しく少ない場合」に該当すると判断

し、届出を補強する説明を求めた。渋滞に関連しては、幹

線道路を遠回りして来店すると予測していたので、来店経

路とされていない市道3ノレートへの対策を求めた。以上に、

繁佐期等に臨日報主車場を確保することを含め、 3点を意見

として述べた。イオンは、データを補強し、経路を周知し

て3！レートに誘導員を配置し、繁佐期には従業員駐車場を

客用に開放すると示し、県も了承した。

6. 残された課題

以上、イオン宮崎ショッピングセンターが進出するまで

を検討してきた。紐晶をふり返ると、いくつか不明な点が

ある。寿屋再開の判断も大きな疑問だが、都市計画的な面

に限っても、次の3点が不明なままである。

第ーが、審議会で資料提出が拒否された、宮崎市が庁内

で行った検討内容である。市議会でも、庁内の会議録を要

求して「記録がなし、」とし、う回答を受けた議員が質問した

が、率直な意見交換を行うため会議録は作成していないと

答弁があった（η。売上高減少と交通量予測で、中間報告と

フォーラムで発表した数字がかなり違う原因や、予測を担

当した専門家もわからない。もちろん、弁明書で中心市街

全出酎封ヒに全力を尽くせばマイナスを上まわるプラスがあ

るとしている根拠も、不明である。

第二の疑問が、イオンの出店規模が変化した原因と、市

がいつ知り、変化の影響をどのように検討したのか、とし、

う点である。大店立地法による住民の意見書は、表 6を

示し、 「市議会での請願や、総合計画と都市言十画マスター

プランの改訂をスムーズに進めるため、設置者が当初の説

明では意図的に違う数字を示した可能性が高いJと述べて

いる。宮崎市は、遅くとも開発許可の本申請のH寺点で変更
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後の数字を知ったはずである。まちづくりへの負担が増加

する方向への変化であるだけに、直ちに公表し、その影響

を検討して説明を行うべきだった、と言える。

なお、イオンが予測の根拠とした倉敷、ンョッピングセン

ターに関し、宮崎市は県への大店立地法届出と異なる数字

を説明しており（8）、倉敷の実態も謎である。

三番目が、県との調整内容である。宮崎市は、寿屋と山

形屋の動向で判断すると表明した2002年3月13日に「市街化

区場議員入が不可欠」と述べ、その後も何回か県との綿密な

協議に触れている。しかし、宮崎県議会では、 2001年9月19

日に、宮崎市長が開発行為を、農林水産大臣が農地転用を

許可した場合に、県が大店立±-!hi:去の届出を受理して検討す

ると知事が説明している。それにもかかわらず、市が市街

化区嚇毒入を持ち出していることは、理解できなし、

その後宮崎県は整・開・保を改訂し、 2004年5月に都市十

画区域マスタープランを決定した。商業に関する記述はほ

ぼ従来どおりで、レジャー・交流拠布、はない。その一方で、

「その他の土地訴lj用に関する方針Jlこ「大規模商業施設な

どの都市機能に与える影響が大きし、と考えられる施設につ

いては、市町ヰ拘2策定する『都市計画に関する基本的な方

針』に即して配置を検討する」とま位している（9）。

中心市師自の将来を大きく左右する決定が、以上のよう

に重大な不明点を残し、庁内だけで行われてもいいのだろ

うか。今回、出店計画の内容は、大店立地法による縦覧で

初めて明らかとなった。宮崎市は開発許可に関する公聴会

開催を拒否したが、重大な影響を及ぼす案件なので、時間

をかけ、情報を公開して参加を図るべきで、あっただ、ろう。

今回のイオン進出までの過程を見ると、都市計画に関す

る決定の桝且みにも課題を樹商できる。その第ーが、市町

村都市計画マスタープランの決定手続きで、あるo 現行法に

よると、市町村の基材薄想と、県の整・開・保に即すこと

は求められているが、住民参加の方法は任意で、決街創こ

県に通知村Lばよし、（都市計画法第18条の2）。 一般の都市

計画決定と比較すると、都市計画審議会の議も、都道府県

知事との協議も必要で、ない。マスタープランは市町木村3定

める都市計画の基本となるものであるので、一般の都市計

画決定と同等以上の手続きを制度化すべきである。

都市計画決定のもうひとつの問題が、決定権の所在とチ

ェック体制であるo 今回の事例から、開発許可という重要

な権限を、対象の女口何を問わず中核市に委ねた分権には、

品購が指摘できる。独自の判断で、商業振興ビジョンまで策

定した宮崎市は、弁明書で、 「都市計画法、同施行令、同

樹子規則、宮崎市大規模開発運用基準は、中心市街地の商

店街の保護については何ら言及するところがなしリ、 「中

心市後淵舌性似去は、都市計画去の開発行為の許可制度と

共通の目的を有しているとは認めがたく」と、形王匂a＞整っ

ていることを主張している。国や県が市町村の都市計画に

強く関与した時代は、このような一方的な決定は困難であ

った。住民に近い市町村に決定権限を移行させたことが宮

崎市の独走を許したのは、皮肉なことである。かつての中
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央集権に戻ることはできないので、 1）市町村の範囲を超え

て影響を及ぼす事項につき、県を含め広域で櫛寸する場を

設ける（IO）、 2）各種の決定を行う際に検言寸すべき重要なポイ

ントを都市計画法に明示する、 3）開発審査会の審査機能や

司法の関与を強化する、等の方策を検討すべきだろう。

なお、宮崎市のまちづくり協議会のメンバーは、都心と

市街化調整区域では商業の競争条件が違いすぎる点も強く

問題としている。以上の都市計画面の対策に加え、競争条

件を近づける経済面の方策を検討することも必要だろう。

補注

(1）大店立地法、中

(2) 2001.3.5の市議会における観光商工部長の答弁。

(3) 1997.6.16の市議会における都市整備部長の答弁。

(4）両派とも署名活動を進め、反対派は請願に2万2千人の署名簿を

添付し、活動を継続した賛劇J向指月末に6万4千人の署名を提出

した。商業と農業団体が競って署名を集める状態に抵抗を感じ

ていた反対派も、対抗して再度署名に取り組もうとしたが、市

議会議長の意向を受けて断念した。紹介議員はし、ずれも9名で、

票読みが難しく、請願は長期にわたって持i滋定審査となったG

(5）全員協議会で総合計画と都市マス見直しスケジュールや新拠

点のイメージ図が配付され、イオンのオ」プンを2005年1月、市

街化区場調入を2005年4月としていた。

(6) 2004.11.12、2仰4.12.1、2004.12.22、およひヨ005.03.28に行われた

宮崎県大規格むl噴鵬南立地箔議会の悌穂、メモ（古賀康夫氏の協

力で作闘による。

(7) 2002.6.27の市議会における観光商工部長の答弁。

(8）宮崎市観沈商工部長が、 2003年7月2日の市議会で、倉敷、ンヨツ

ピンク、センターの来客数を、平目見i勺万千人、土曜・日曜日カ'6

万人と説明しており、 6万人という数字は指針と一致する。

(9）レジャー・交流拠長を示すと進出を肯定したこととなり、県議

会の答弁に矛盾する。逆に市都市マスを期見したとしても、市

がイオンを許可する方針でいる以上、いすサ哨l市機能に大きな

影響が生じる。この記さは、市都市マスを追認したとし、うより、

県が関与していないことを示すものだと推察されるが、ブ型店

の進出にどう対処するカ検討している県もあることを考えると、

宮崎県の取り組みが消極的であることは否定できない。

(10）大店立雌去の手続きを同時並行で進めることも考えられる。
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